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「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の
一部改正について

下記の通知の一部を別添のとおり改正し、平成30年８月１日から適用することとす
るので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対
して周知徹底を図られたい。

記

別添１ 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成30年
３月５日保医発0305第10号）の一部改正について

別添２ 「特定保険医療材料の定義について」（平成30年３月５日保医発0305第13号）
の一部改正について



別添１

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」
（平成30年３月５日保医発0305第10号）の一部改正について

○ Ⅰの３の064に次を加える。
(６) 脊椎プレートと脊椎コネクターが組み合わされ一体化されたものについては、そ
れぞれ算定して差し支えない。



別添２

「特定保険医療材料の定義について」
（平成30年３月５日保医発0305第13号）の一部改正について

１ 別表のⅡの008(１)中「「軟性血管鏡」又は「軟性動脈鏡」」を「「軟性血管鏡」、「軟
性動脈鏡」又は「ビデオ軟性血管鏡」」に改める。

２ 別表のⅡの064(３)⑧中「椎体フック又は脊椎スクリュー」を「他の脊椎固定用材料(椎
体フック、脊椎スクリュー又は脊椎プレート)」に改める


